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平成２９年度 公益財団法人広島市スポーツ協会事業実施方針及び重点項目 

 

１ 事業実施方針 
  

   本協会は、昭和１２年（１９３７年）に広島市体育協会として設立され、その後、財団法人化や市ス

ポーツ事業団との統合を経て、平成２３年（２０１１年）４月１日、公益財団法人広島市スポーツ協会

として新たにスタートしました。 
 

   名実ともに、地域スポーツの振興と競技力の向上を両輪とした公益スポーツ団体としての役割を認識

し、今後とも、広島市をはじめ本協会に加盟する競技団体や地域団体等との緊密な連携のもと、鋭意事

業を進めていきます。 
 

事業実施に当たっては、本協会のスローガン「スポーツで元気！げんき再発見！」を基に、スポーツ

の新しい価値の創造を目指し、広島市が平成２３年３月に策定（平成２８年３月改定）した「広島市ス

ポーツ振興計画」の具現化ととともに、本協会が平成２７年３月に策定した「広島市スポーツ協会中期

経営計画」に基づいて、市民の生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の普及・振興を図り、も

って市民が生きがいを感じることができる明るく元気なまちづくりに貢献できるよう、全職員が一丸と

なって取り組みます。  

 

２ 重点項目  

（１） 公益法人としての安定した経営 

   公益財団法人としての公益性を維持しながら、コスト削減や自主財源の確保・拡充による自主・自立

性の向上を図り、広島市の掲げる都市像の実現に貢献します。 

 

（２） 魅力的なスポーツ施設の運営  

指定管理者として運営している３７のスポーツ施設は、施設の効用を最大限発揮するために、利用者

満足度の高いサービスの提供に努めるとともに、運営の効率化と施設の適切な保全を進め、魅力的かつ

安全・安心な施設の運営を行います。 

 

（３） 市民へのスポーツ・レクリエーション活動の普及・振興 

  地域団体や競技団体、関係諸機関と連携して、子どもから高齢者まで、初心者からトップアスリート

まで、幅広いニーズに応じたスポーツプログラムを地域やスポーツセンター等において提供し、市民の

健康・体力づくり及び競技力の向上を推進します。 

 

（４） スポーツを通じた地域活性化 

  スポーツを「する」人だけでなく、「みる」、「ささえる」ことを志向する人たちへの対応やスポーツツ

ーリズムなどの新たなスポーツの分野への関わりなど、スポーツによるまちの賑わいや地域起こしへの

取り組みを強化します。 

１ 



平成２９年度 公益財団法人広島市スポーツ協会 事業計画書 

                                〔平成 29年度予算〕 〔平成 28年度予算〕                                                 

公益目的事業１ 【スポーツ活動拠点での健康・体力づくり事業等の実施及びスポーツ活動拠点の運営】                                   

１ 地域スポーツの振興         【定款第４条第１項第１号】     2,349       2,198千円 

   

 

 

  (1)地域スポーツ環境活性化事業                      1,463     1,480 

   ① 地域体育・スポーツ団体活動支援事業 

   ② 行政機関・各種地域団体活動支援事業 

  (2)トップスポーツサポート事業                       682      540 

   ① トップスポーツ情報発信事業 

   ② トップスポーツ応援事業 

  (3)地域スポーツ活動支援事業                              204          178 

   ① 地域スポーツコーディネート事業 

 

２ 各種大会等の共催・後援        【定款第４条第１項第１号】          -        -千円 

 

 

 

  (1)各種大会等の共催                                           -         - 

   ① 広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル 

   ② 区民スポーツ大会 

   ③ 広島市小学生スポーツ交歓大会 

   ④ ひろしまストリート陸上 

   ⑤ 広島かけっこキャラバン 

  (2)各種大会等の後援                              -        - 

 

３ スポーツ活動拠点の運営       【定款第４条第１項第２号】     2,004,966    2,041,583千円 

 

 

 

 

  (1)健康・体力づくり事業の実施                                      81,816       76,014 

   ① スポーツスクール事業 

   ② スポーツ体験事業 

   ③ スポーツ活動促進事業  

   ④ スポーツ相談事業 

   ⑤ スポーツイベント事業 

  (2)拠点施設（37施設）の運営（広島市指定管理事業）              1,923,150    1,965,569 

   ① 広島広域公園（1施設）※プロスポーツ団体等への施設の貸与は除く 

   ② 中区スポーツ施設（5施設） 

   ③ 東区スポーツ施設（4施設）※プロスポーツ団体等への施設の貸与は除く 

   ④ 南区スポーツ施設（4施設） 

   ⑤ 西区スポーツ施設（3施設） 

   ⑥ 安佐南区スポーツ施設（4施設） 

   ⑦ 安佐北区スポーツ施設（2施設） 

   ⑧ 安芸区スポーツ施設（1施設） 

２ 

    

広島市スポーツ振興計画を踏まえ、地域団体が「自主的・主体的かつ継続的に活動できる」よう事

業を推進するとともに、地域の実態、実情にあわせて効果的に行い、地域の子どもから高齢者の誰も

が様々なスポーツや健康づくりの活動に積極的に関わりを持つことができるように促します。 

 

複数の団体・機関と本協会が共同主催、または、実行委員会等の構成団体として、イベントを開催

します。また、催し物主催者からの申請に基づき、事業が円滑に進むように応援・援助します。 

 

スポーツ・レクリエーション活動及び健康・体力づくりに関する事業を提供し、市民が生涯にわたり

スポーツ活動を自主的・継続的に生活の中に取り入れることができるよう支援をします。また、広島

市の指定管理者として、スポーツ活動拠点の管理・運営を行います。 

 



⑨ 佐伯区スポーツ施設（12施設） 

   ⑩ クアハウス湯の山（1施設） 

 

４ スポーツ活動の研究・支援      【定款第４条第１項第３号】           2,117         2,278千円 

 

 

 

  (1)スポーツ推進委員指導育成事業（広島市からの受託事業）                689          652 

  (2)情報システム管理事業（広島市からの受託事業）                 -         105 

  (3)広島市転倒予防事業（広島市からの受託事業）               1,245       1,245 

  (4)アクティブシニア健康増進リーダー養成事業（広島市からの受託事業 ）      183           276 

   

 

 公益目的事業２ 【スポーツ振興のための選手強化事業等の実施及びスポーツ団体・人材の育成】                 

  

１ 競技スポーツの振興         【定款第４条第１項第４号】       23,218     22,015千円 

 

 

   

 

  (1)強化指定選手発掘・育成事業                            9,499     9,488         

  (2)国民体育大会等を目指すジュニア選手育成事業（基金事業再掲）       5,161         5,161 

  (3)ジュニア選手医科学サポートの実施（基金事業再掲）                    2,572         1,143 

(4)広島市選手権大会の実施                             2,614        2,680 

  (5)スポーツ指導者養成事業（基金事業再掲）                                2,271        2,274 

    (6)加盟団体自主企画事業への助成                                           451           451    

    (7)スポーツカード支援国際大会出場選手への助成                               650           818    

 

 ２ スポーツ少年団の育成振興       【定款第４条第１項第５・６号】    12,468       12,306千円 

 

     

  (1)スポーツ少年団交流事業                                                 3,229       3,274                             

  (2)スポーツ少年団指導者養成・研修事業                                       26          26                                        

(3)スポーツ少年団リーダー養成事業                                      550           563 

(4)スポーツ少年団国際・国内スポーツ交流事業                      904          656 

  (5)スポーツ少年団各種表彰候補者の推薦                                     4             4 

    (6)スポーツ少年団管理                                                    7,755        7,783                           

  

３ スポーツ団体・人材の育成      【定款第４条第１項第７号】        7,499        7,550千円 

 

   

  (1)広島市スポーツ協会表彰の実施                           1,415      1,496 

  (2)スポーツ大好き人・新春のつどいの実施                         2,450      2,450 

  (3)お祝いメッセージの発信                                           12            13 

(4)各種表彰候補者の推薦                                   7           7 

  (5)スポーツ・レクリエーション行事の助成                                 1,963         1,823 

    (6)広島県民体育大会広島市予選会の実施                                     129           129 

    (7)全国健康福祉祭広島市代表選手推薦業務（広島市同祭参加実行委員会からの受託事業）         880        1,100 

    (8)スポーツ・サポート・センターの運営                                     346          235 

    (9)生涯スポーツ関係団体の育成                                               -             - 

    (10)賛助会員等の加入促進                                                    297          297 

 

３ 

 

広島市から受託した事業の公共性を認識し、スポーツ推進委員の育成や市民の健康の保持増進に関す

る事業等を行います。 

 

「ジュニア選手の育成・強化」「優秀な指導者の育成」「スポーツ医・科学の活用」を柱とし、加盟競

技団体と連携して、積極的な選手強化事業を展開し、選手の競技力向上と強化を図り、ハイレベルな

競技者を育成します。 

 

スポーツ少年団が実施する各種事業を推進し、団員の育成と組織の拡大を図ります。 

 

「する」「みる」「ささえる」スポーツ振興の観点から、スポーツ団体及び人材の育成・支援を図ります。 

 



４ スポーツ情報の発信           【定款第４条第１項第８号】        1,894     4,777千円 

 

    

 

  (1)広報紙の発行                                                         1,084       1,084                          

  (2)ホームページの運営                                                       512        3,394 

  (3)幼児向け施設利用促進ＰＲちらしの配布                                    298          299 

 

 ５ スポーツ基金の運営           【定款第４条第１項第６・９号】     2,043      7,242千円 

 

 

 

      

  (1)広島市スポーツ振興基金                                                   951        762                             

   ① 地域スポーツ指導者養成事業                                                                      

   ② スポーツ講演会開催事業 

   ③ 広島市スポーツ少年団指導者会議の開催 

   ④ スポーツ少年団指導者全国研究大会への派遣 

⑤ 国民体育大会等を目指すジュニア選手育成事業 

⑥ ジュニア選手医科学サポートの実施  

⑦ スポーツ指導者養成事業 

(2)広島市少年野球振興基金                                                          

(3)シェイク ファハド 広島・アジアスポーツ基金                           1,092       6,480 

   ① シェイク ファハド 広島・アジアスポーツ医科学顕彰事業の候補者募集など 

 

 

収益事業等                                                                                           

 

１ スポーツ活動拠点での売店、自動販売機等による事業 【定款第５条第１号】 81,022       75,912千円 

（収益事業） 

(1)売店、自動販売機、喫茶・レストラン、アイススケート貸靴コーナー、臨時駐車場などの設置     

  

２ スポーツ活動拠点の運営              【定款第５条第２号】 16,508       14,294千円 

   （共益事業） 

 (1)プロスポーツ団体等への施設の貸与                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

各種の媒体を活用し、スポーツ活動拠点施設の情報、健康・体力づくりに関する情報、加盟団体・ス

ポーツ少年団等の活動状況等を広く広報します。 

 

スポーツ指導者の資質向上、市民スポーツ活動の普及振興を図ることを目的にスポーツ振興基金の事

業を実施するほか、少年野球振興のための基金の積み立てを行います。また、アジア地域のスポーツ

の振興に貢献するため、シェイク ファハド 広島・アジアスポーツ基金を活用した事業を実施します。 

 


